
○ センター設置数4,065箇所のうち、 直営は1,208箇所(直営率 29.
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※設置主体無回答 47箇所 (無 回答率 1 2%)

7%)
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H22調 査
(平成22年 4月 末 )

H21調 査
(平成21年 4月 末)

H20調 査
(平成20年 4月 末)

H19調 査

(平成19年 4月 末)

H18調 査
(平成18年 4月 末)

設置主体 箇所 割 合 箇所 割合 箇 所 割合 箇 所 割合 箇所 割合

直 営 1,208 2970/ 1.279 315% 1.409 354% 1、 392 363% 1,26〔

うち広域連合等の構成市町村 148 29%

委 託 2,810 2,729 673% 2.567 646% 2,439 637ツ 2,171 632%

社会福祉法人(社協除く) 1,504 370% 1,445 356% 1,366 3440/・ 1,277 333ツ 1.085 316%

社会福祉協議会 526 129% 1290/0 117% 11 7% 42ラ 124勁

医療法人 11 9% 463 114% 448 113% 114ツ 396 115%

社団法人 23% 22% 22% 21%

財団法人 20%

株式会社等

NPO法 人 050/ 04%

その他

無回答 12%

計 4.065 10002 4,056 1000% 3,976 1000% 3831 1000ツ 3,436 1000%

H22調 査
(平成22年 4月 末)

H2¬ 調査
(平成21年 4月 末)

H20調 査

(平成20年 4月 末 )

H19調 査

(平成19年 4月 末)

H18調 査
(平成18年 4月 末 )

人数 箇 所 割合 箇所 割 合 箇所 割 合 箇所 割合 箇所 害1合

12人以上 359

9人以上～12人未満 47%

6人以上～9人未満 1939 177% 120%

3人以上～6人未満 2,38( 586' 2,38〔 589% 260C 654% 2,59( 678, 2,54( 741,

3人未満 136% 52C 1549

計 4,061 1000, 4,05( 1000% 3,97〔 1000% 3,831 3.43C 10009

※人数が不明な箇所は除く



(別 紙 2)

事 務 連 絡

平成 22年 9月 3日

各都道府県介護保険主管課 (室)御中

地域包括支援センター等において地域の見守 り活動等を構築 していく際の支援を

必要とする者に関する個人情報の取扱いについて

厚生労働省老健局振興課長

今後ますます進展する高齢社会において、一人暮 らしあるいは高齢夫婦のみの世帯、

または認知症の増加が見込まれる中で、これ らの方々の地域生活を支援 していくために

は、介護保険サー ビスのみならず、地域住民による見守 り等の様々な生活支援サー ビス

が提供される体制を身近な地域で構築 していく必要があります。

これまでも各市町村において、地域包括支援センター等を活用 して、地域住民による

見守 り活動等の支援ネッ トワークの構築等を推進 しているところですが、支援を要する

方に関する個人情報について、関係者間で情報共有することが困難であり、事業の推進

に支障があるという指摘があります。

個人情報の取扱いについては、「要援護者に係る情報の把握・共有及び安否確認等の

円滑な実施について (平成 19年 8月 10日 、別紙参照)において、災害時等の要援護者

情報の収集 口共有方式について、

①自ら希望した者について情報を収集する「手上げ方式」

②要援護者への働きかけにより情報を収集する「同意方式」

③市町村が、個人情報保護条例中の個人情報の目的外利用 口提供に関する規定に基づ

いて関係機関で情報共有する「関係機関共有方式」

を例示 しているところです。

また、「災害時要援護者の避難支援に関する調査結果報告書」 (平成 21年 3月 、内閣

府 (防災担当))に おいては、個人情報の活用に関する具体的な市町村の取 り組み事例

も紹 介 され て います 。 (参 考 :内 閣 府 ホー ム ペー ジ (災 害 時要 援 護 者 対 策 )

httlD:|卜、ゃヽV.bOusai:gQ.ip/3oukylltaisa‐ k1/yOucngosyaイindcX.htrl11)

つきましては、こうした要援護者の情報の収集 口共有方式も参考にしつつ、市町村の

実情に合わせ、適切な個人情報保護策を講 じた上で、地域包括支援センター等の関係者

において市町村が保有する情報を共有できるようお願いするとともに、地域の見守 り活

動を推進 して頂きますようご協力願います。

併せて、各都道府県におかれては管内市町村へ遺漏無きよう周知願います。
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(別 紙 )

○要援護者に係る情報の把握 口共有及び安否確認等の円滑な実施について(抄 )

(平 成 19年 8月 10日 、厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長、厚生労働省雇用

均等・児童家庭局育成環境課長、厚生労働省社会・援護局総務課長、厚生労働省社会

・援護局地域福祉課長、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課長、厚生労働

省老健局総務課長通知)

(略 )

2 要援護者情報の共有について

災害時に要援護者の避難支援等を行うためには、日頃から、防災関係部局と連携 し

て、要援護者情報を自主防災組織や民生委員児童委員等の関係機関と共有 しておくこ

とが重要であるが、その際、個人情報保護への配慮から以下の点に留意 しつつ、関係

機関との要援護者情報の共有を図られたい。 (中略)

(1)要援護者情報の共有方式について

① 手上げ方式及び同意方式について

要援護者本人の同意を得た上で、個人情報を他の関係機関と共有すること|ま 、

個人情報保護法制上の問題は生 じないことから、以下の方法により、要援護者に

係る情報を収集 し、関係機関との共有化を図ることが考えられる。

・要援護者登録制度の創設について広報 口周知した後、自ら要援護者名簿等ヘ

の登録を希望した者の情報を収集する方式 (手上げ方式)

・防災関係部局、福祉関係部局等が、要援護者に直接働きかけ、必要な情報を

収集する方式 (同意方式)

なお、手上げ方式については、要援護者本人の自発的な意志にゆだねているた

め、十分に情報収集できないとの指摘があり、また、同意方式についても、対象

者が多いため、効率的かつ迅速な情報収集が困難であるとの指摘がなされている

ことに留意が必要である。

② 関係機関共有方式

一方、要援護者本人から同意を得ない場合であつても、地方公共団体の個人情

報保護条例において、保有個人情報の目的外利用・第二者提供を可能とする規定

を整備することにより、個人情報を他の関係機関との間で共有することが考えら

れる (関係機関共有方式)。

個人情報保護条例における目的外利用 “第二者提供が可能とされる規定例とし

て、以下の例があげられるが、これらの規定に基づく要援護者の情報の共有は可

能とされており、こうした規定に基づく関係機関との要援護者の情報の共有につ

いて、積極的な取組みを行うこと。

・「本人以外の者に保有個人情報を提供することが明らかに本人の利益になる

と認められるとき」

口「保有個人情報を提供することについて個人情報保護審議会の意見を聴いて

特別の理由があると認められるとき」

(以下略)
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7.介護職員の養成研修体系について

(1)「今後の介護人材養成の在 り方に関する検討会」について

○ 介護人材の資質向上と量的確保が可能な限 り両立されるよう、介護分野の現状に

即 した介護福祉士養成の在 り方について検討を行 うとともに、介護職員全体のキャ

リアラダー構築に資するため、介護人材養成の今後の具体像 も併せて、昨年 3月 よ

り検討を重ね、本年 1月 に別紙のとお り検討結果の取 りまとめが行われたところで

ある。

○ 介護保険制度における介護職員基礎研修及び訪問介護員養成研修については、上

記検討会の意見を踏まえ、その具体的な取扱いについて見直 しを行 うこととなるの

で、あらか じめご了知願いたい。

○ 具体的には、介護人材養成全体のキャリアパスが、別紙のとお り「初任者研修修

了者→介護福祉士→認定介護福祉士」となる中で、訪問介護員養成研修 2級課程 (ホ

ームヘルパー 2級)を 「初任者研修 (仮称 )」 と位置付け、介護職員基礎研修課程

については、実務者研修 (平成 19年の社会福祉士及び介護福祉士法の改正により、

国家試験を受験する実務経験者に義務付けられた研修)の施行に合わせて一本化す

る予定である。

○ なお、訪問介護員養成研修 1級課程 (ホームヘルパー 1級)については、昨年の

本課長会議等で周知 したとお り介護職員基礎研修に一本化する予定であり、これに

より介護職員基礎研修及び訪問介護員養成研修 1級課程については、実務者研修に

一本化 されることとなる。
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(2)緊急雇用対策等について

○ 一昨年 10月 に政府においてとりまとめられた「緊急雇用対策」において、平成

21年 10月 30日 職業安定局参事官室 (雇用対策担当)等 5課室連名事務連絡で

お知らせしたとおり、働きながら訪問介護員の資格をとりやすくするため、訪問介

護員養成研修「
―■程における実習に係る課程の一部免除規定の積極的な活用をお願い

したところであるが、引き続き厳しい雇用情勢にあることから、今後とも積極的に

取り組まれるようお願いする。

○ さらに平成 21年 11月 26日 の職業能力開発局能力開発課 と老健局振興課連名

事務連絡においては、職業訓練に係 る訪問介護員養成研修課程における指定手続き

の柔軟な対応 (審査期間の短縮化)をお願い しているところであり、緊急人材育成

支援事業については 「求職者支援制度」が制度化までの間延長 される (平成 22年

度補正予算における措置)こ とから、引き続きご協力願いたい。
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今後の介護人材養成の在り方について(概要)

(平成23年 1月 今後の介護人材養成の在り方に関する検討会報告書)

(別紙 )

‐―
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1.検討の背景

○ 高齢化の進展や世帯構造の変化(数字はいずれも平成21年 )

・ 高齢化率=22.8%
ヽ世帯総数=4,801万世帯。うち約4割 (2,013万 )に高齢者がおり、その半数以上は単独・夫婦のみ(計 1,062万 )

○ 質の高い介護サービスを安定的に提供していくためには、介護人材の安定的確保・資質向上が不可欠。
現場の中核を担う介護福祉士については、資質向上を図る観点から、平成19年に法律改正し、資格取得方法を見直し。
一方で、地域によっては人材が不足している等の課題があり、介護人材の安定的な確保に向けた配慮も必要。
・ 介護職員=128.0万 人、うち介護福祉士は40.6万人(いずれも平成20年 )

・ 平成37年には212～ 255万人の介護職員が必要 (社会保障国民会議推計)

・ 介護分野の有効求人倍率は1.53倍 (平成22年 11月 )

2.報告書の概要 (ポイント)

| |⇒
‐
簡素で

ⅢⅢ空 ‐111やとしヽ 介護の事界で生潤

0■Ⅲ,事ニム～Ⅲ‐織な哺任暑研修: 聾暴入基韮魂嵐|||‐m麗羅露臭.穂営竃鶉 詔
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目‐安とするも
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【現在のキャリアパス】

暑
雉

量

今後翁介は大械キャリアバス

(養成施設ル

○多様な生活障害をもつ利用者に

質の高い介護を実践
○介護技術の指導や職種間違携の

キーパーソンとなり、チームケアの

質を改善

○在宅 .施設で働く上で必要となる
基本的な知識・技術を修得し、指
示を受けながら、介護業務を実践

小

懸
Ｉ

Ｎ
∞
ト
ー

介1護1福1祉1士

‐初任者研修修了‐者
‐

(‐ホームベルバ■‐2級研修
‐
権当)

姦
瘍
慧

量纏歌舞後の

キャリアパス1通十

分な仕織みがな
も` |

養威体系が複雑 |




